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平成 20 年度国際小委員会の審議の経過について 

 

平成 20 年 10 月 1 日 

 
○ ５月１２日に第１回国際小委員会を開催し、今後の国際対応のあり方及び今

期の本委員会の進め方について審議。また、国際的なフレームワークの構築

及びその効果的な活用等について分析を行うことを目的とした国際ルール

形成検討ワーキングチームの設置を決定。 
 
○ 本ワーキングチームでは、最近の著作権を巡る国際情勢の分析及び国際ルー

ル形成において我が国が今後取るべき方向性について検討し（現在までに 3
回開催）、本年末に国際小委員会に報告予定。 

 
○ 国際小委員会では、当該報告を踏まえて審議を行う予定。 
 

【参考】 

 

＜国際ルール形成検討ワーキングチーム開催状況＞ 
 

第１回 平成２０年７月７日 

・ これまでの我が国の著作権の国際的対応等について 

・ 世界知的所有権機関におけるこれまでの議論の動向について 

・ 地域連携協定による多数国間条約等の補完可能性について 

第２回 平成２０年８月２７日 

・ 開発と知財問題及びフォークロアの保護に関する現状について 

・ 無形遺産条約による保護とフォークロアの保護との関係について 

第３回 平成２０年９月１２日 

・ 孤児著作物の扱いに関する英米提案等について 

・ ベルヌ条約における開発途上国に関する規定等について 

 

＜国際ルール形成ワーキングチーム員＞ 

 

座長 上原 伸一  国士舘大学大学院総合知的財産法学研究科客員教授 

   小島  立    九州大学大学院法学研究院准教授 

   駒田 泰土  上智大学法学部准教授 

鈴木 將文    名古屋大学大学院法学研究科教授 

大楽 光江    北陸大学未来創造学部教授 

 


